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ウィスタリアンライフクラブ利用サービスのお知らせ

　TRAが100％出資して設立した、全日ラビー少額短期保険（株）が取り扱
う賃貸住宅入居者総合保険「全日ラビー住まいの保険」の取扱代理店として
登録して頂きますよう、ご協力お願い申し上げます。なお、登録にあたっ
ては諸条件がございますので、下記お問合せ先へご連絡ください。

「全日ラビー住まいの保険」取扱代理店募集中！！

   メリット1　販売ノルマなし
   メリット2　代理店手数料率は 50％
   メリット3　万一の事故の場合は24時間365日事故受付対応
   メリット4　パソコン使用による簡単な保険契約の申込
   メリット5　賃貸住宅入居者に必要な補償がパックになった保険

●商品の特徴●

全日ラビー少額短期保険株式会社
千代田区平河町1- 8 -13　全日東京会館6階

　03（3261）2201
［受付時間］月～金曜日／10：00～17：00
　　　　　　土日祝日・年末年始除く

　 http://z - rabby.co.jp/

代理店についてのお問合せ●補償内容●

（例）18,000円プランの場合

家財補償 費用補償 借家人賠償責任補償 個人賠償責任補償

保険料のコースは
   14,000円、15,000円、16,000円、
  18,000円、20,000円プランの5種類

家財

個人賠償責任補償・借家人賠償責任補償

➡ 保険金額 680万円
➡ 保険金額1000万円

株式会社 不動産経済研究所
不動産東京_表紙案 2016.04.12 0014C A4/1:100



急速な高齢化の進展で多様な住
まいの整備が必要

　日本は現在、著しいスピードで少
子高齢化が進んでいます。日本全体
で見ると、総人口はすでに減少局面
に入っています。国立社会保障・人
口問題研究所の予測（2012年「日本
の将来推計人口（全国）」）によると、
日本の総人口は、2010年の約1億2806

東京の高齢者と住まい①～急速に進む高齢化、東京都の施策は？～

ざまな状況に応じた介護サービスの
充実や多様な居住施設の整備が求め
られています。 

サービス付き高齢者向け住宅を
25年までに2.8万戸確保

　高齢化が急速に進む状況のなかで、
東京都は「高齢者が地域で安心して
暮らせる社会の実現」という政策方
針を掲げ、その柱の１つとして「高
齢者の施設やすまいの整備」をあげ
ています。
　まず、高齢者向けの賃貸住宅につ
いて見てみましょう。都内の高齢者
向け住宅は大きく分けて、サービス
付き高齢者向け住宅、東京都高齢者
向け優良賃貸住宅（民間事業者）、
高齢者向けの優良な賃貸住宅（都市
再生機構）、シルバーピア、東京シ
ニア円滑入居賃貸住宅があります。
　各住宅の2015年３月１日現在の登
録状況は、サービス付き高齢者向け
住宅9,623戸、東京都高齢者向け優
良賃貸住宅（民間事業者）1,124戸、
高齢者向けの優良な賃貸住宅（都市
再生機構）5,139戸、シルバーピア1万
142戸、東京シニア円滑入居賃貸住
宅７万3,241戸となっています（図３）。
　東京都としては、サービス付き高
齢者向け住宅、東京都高齢者向け優 出典：東京都「高齢者の居住安定確保プラン」（2015年）

追跡・東京大改造

［図3］

［図2］高齢者人口の推計

万人から約3割減少し、2060年には約
8674万人になると推計されています。
　一方、東京を見てみると、直近の
2016年 1月現在の人口は、1,350万
7,347人。前年同月比で11万7,763人
の増加です。2015年中の社会増減（他
県との移動増減）は8万2,479人の増
加、自然増減（出生・死亡による人
口の増減）は3,363人の増加です。
しかし、一貫して増加傾向にある東
京の人口も、オリンピック・パラリ

ンピックが開催される2020年をピー
クに、減少に転じると予測されてい
ます（図１）。
　より顕著な人口構造の変化として、
東京の高齢者人口は、2010年の約264
万人から2025年には約327万人にま
で増加します。とりわけ、2025年に
は1947～49年生まれのいわゆる「団
塊の世代」が75歳以上の後期高齢者
となるため、2010～25年の15年間で
約76万人も増加し、前期高齢者（65
～74歳）を大幅に上回ることになり
ます（図２）。また、高齢世帯（世
帯主が65歳以上の一般世帯）は2010
年（約167.6万世帯）から増加して
おり、2035年には約242.9万世帯にな
るとの推計があります。2035年には、
多摩・島しょ部では、高齢世帯割合
が40％となるエリアが急増し、ほと
んどの都区部でも30％台となると見
込まれています。
　こうした状況の下、要介護高齢者
や低所得高齢者、ひとり暮らしの高
齢者など、支援を必要とする高齢者
も当然、増えていきます。介護の程
度や経済状況、生活形態など、さま

急速に進む高齢化、東京都の施策は？
良賃貸住宅（民間事業者）、高齢者
向けの優良な賃貸住宅（都市再生機
構）については、長期的な目標とし
て、2025年度末までに、2万8,000戸の
確保を目標としています。短期的に
は、2016年度に2,100戸、2017年度に
2,000戸程度の整備を目指していま
す。また、地域住民への貢献もでき
るよう地域密着型サービス事業所と

連携することで供給を拡大していき
たいとしています。それに加え、多
世代とふれあいながら住み続けるこ
とができる、一般住宅を併設した
サービス付き高齢者向け住宅の整備
も推進していく構えです。
　民間賃貸住宅への高齢者の円滑な
入居を促進するため、東京シニア円
滑入居賃貸住宅の登録促進や区市町
村における居住支援協議会の設立や
活動の支援を行うことも掲げていま
す。
　低所得高齢者への対応については、
住まいの確保と見守りなど生活支援
の提供を一体的に行う区市町村の取
り組みを支援するほか、居室面積要
件などを緩和した都市型軽費老人
ホームの整備を進め、経済状況にも
応じた住まいを確保していく方向性
を示しています。低所得高齢者につ
いては、各区市が、介護保険施設や
軽費老人ホームなどを利用できるよ
うになるまでの間に居住できるよう

施設種別 概　要 戸数

サービス付き高齢者
向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基
づき登録を受けた住宅で、バリアフリー構
造等を有し、職員が日中常駐するとともに、
生活相談サービス、安否確認サービス、都
の独自基準である緊急時対応サービス等が
提供される住宅

9,623

東京都高齢者向け優
良賃貸住宅
（民間事業者） バリアフリー化され、緊急時対応サービス

の利用が可能な住宅

1,124

高齢者向けの優良な
賃貸住宅
（都市再生機構）

5,139

シルバーピア
バリアフリー化され、緊急時対応サービス
及び安否確認システムなどが整備された公
的賃貸住宅（都営住宅、区市町村住宅等）

10,142

東京シニア円滑入居
賃貸住宅

都で定める一定の基準を満たす高齢者の入
居を拒まない賃貸住宅

73,241

出典：東京都

［図1］東京都の総人口の推計

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

総人口 1258 1316 1331 1335 1326 1307 1278
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出典：東京都（2013年度）

東京の

世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進む日本。人口増加傾向にある東京も例外ではありません。
東京都の高齢者人口は、2025年には約327万人にまで増加すると推計されています。本連載では継
続的に高齢者と住まいについて考えていきます。今号ではまず、東京の高齢者と住まいの現状と東京
都の関連施策を概観します。

高齢者と住まい
Vol.1

327万人

264万人
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老人ホームについては大きく4つに
分類されます。まず、特別養護老人
ホームは都内に471施設あり、定員
総数は4万2,006人です（2015年３月
１日現在、以下同じ）。軽費老人ホー
ムは54施設、定員総数2,917人。軽
費老人ホームの一類型である都市型
軽費老人ホームは40施設、定員総数
676人。養護老人ホームは34施設、
定員総数3,553人。有料老人ホーム
は665施設、定員総数4万1,278人。
認知症高齢者グループホームは557
施設、定員総数9,425人となってい
ます（図４）。
　東京都は、特別養護老人ホームに
ついて、長期的な目標として、2025
年度末までに定員６万人分の確保を
目標としています。短期的には、
2017年度末の必要入所定員総数4万
9,588人分の確保を目標としていま
す。在宅への復帰を目標に心身の機
能回復訓練をする施設である介護老

人保健施設については、2025年度末
までに定員３万人分の確保をめざし
ています。認知症高齢者グループ
ホームについても、2025年度末まで
に定員2万人分、2017年度末のサービ
ス利用者数1万2,087人分の確保を目
指しています。
　高齢者の住まいの整備にあたり、
東京ならではの課題も存在します。
地価が高く、土地取得コストが高額
なため、居住費が高額になる傾向に
あるというものです。さらに言うと、
土地確保が困難な地域では、整備率
が低く、地域によって偏在している
ということも課題です。
　こうした課題に対し、東京都は「都
有地、民間の力など、あらゆる資源
を活用した用地確保により、福祉
サービス基盤の整備を加速」すると
して、さまざまな施策を展開してい
ます。
　まず、都有地を活用した事業者負

な、一定の水準を満たす無料低額宿
泊所を「寄りそい型宿泊所」として
補助金等を出していますが、東京都
ではこれを支援しています。2014年
現在、都内における宿泊所設置数は
178カ所、定員数は5,532名となって
います。運営主体の大部分はNPO

法人によるものです。
　そのほかにも、既存住宅を含めた、
持家および賃貸住宅のバリアフリー
化の促進も掲げています。具体的に
は、2020年までに高齢者が居住する
住宅の80％が、「２ヶ所以上の手す
りの設置、または段差のない屋内」
を満たす一定のバリアフリー化を目
指しています。

用地確保に都有地賃借料減額な
どさまざまな施策展開

　次に、老人ホームについてです。

東京の高齢者と住まい①～急速に進む高齢化、東京都の施策は？～

　弊社は、2002年に創業した日本初の遺品整理専
門会社です。遺品整理業とは、遺族の代わりに故
人の日用品や部屋の片づけを引き受けるものです。
弊社では、処分する遺品の供養を行うなど、単に
遺品を回収するだけではなく、きちんと送ってあ
げたいという方々の思いに応えることを第一に考
えています。
　年間1,600件以上の遺品整理を受注しています
が、多くの遺族の方から「不動産も売りたい」と
の相談が出てきました。当初は20～30件ほどで、
不動産業者に紹介していたのですが、その後、相
談が増えてきたため、弊社も宅建免許を取りまし
た。弊社も全日都本部の会員です。
　弊社では、介護や後見人、葬儀や遺品整理、そ
して不動産関連事項などについて自分の考えを書
き込める、エンディングノートを配っています。
生前に亡くなった後のことを整理しておいてもら
うためです。
　例えば、物件内で孤立死が起こると、勝手に残
置物を処分するわけにもいかないので、遺品の取
り扱いが問題になってきます。そこで1つのアイ
デアとして、契約を結ぶとき、本人が亡くなった

ときには室内に残された物に限ってオーナーに所
有権を移しますという、死後事務委任契約書のよ
うなものを作成して公正証書にしておけばどうで
しょうか。もちろん関係法令に従うことや相続人
についての確認作業などが前提ですが、そうすれ
ば家財道具一式は比較的スムーズに処分ができ、
早期に次の入居者を募集することができると思い
ます。その代わり、撤去費用等はオーナー負担と
するというものです。高齢者が入居するにあたり、
ハードルが1つ下がるのではないでしょうか。
　遺品整理には事故物件というイメージが強いか
と思いますが、弊社では8割以上が事故物件以外
の案件です。ただ、孤立死に関しては、大家さん
が積極的に声掛けするとか、管理会社がビジネス
として見守りをするなど、自分の物件を守ってい
く必要があると思います。

施設種別 概　要 施設数 定員（人）

特別養護老人ホーム

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要と
し、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な要介護者を対
象に、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施
設

471 42,006

軽費老人ホーム
低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において
生活することが困難な老人を入所させ、食事の提供その他、日常
生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設

54 2,917

都市型軽費老人ホーム
都市部を中心とした地域において居室面積基準や職員配置基準の
特例を設けて利用料を低廉化し、見守り機能を備えた施設

40 676

養護老人ホーム
65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済上の理由により居
宅において養護を受けることが困難なものを入居させ、養護する
ことを目的とする施設

34 3,553

有料老人ホーム
老人を入居させ、入浴・排せつの世話、食事の提供、洗濯・掃除
等の家事、健康管理のいずれかを提供する施設

665 41,278

認知症高齢者グループホーム
要介護者であって認知症であるものについて、入浴、排せつ、食
事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うもの

557 9,425

担の軽減策です。福祉インフラ整備
のために都有地貸付にあたって賃借
料を減額しています。具体的には、
土地価格が都内公示地価平均額であ
る１㎡あたり34万円までは50％減額
とし、34万円を超える部分は90％減
額としています。
　さらに、都営住宅や公営住宅の建
て替えに伴って創出される用地のう
ち、福祉インフラ整備への活用が見
込まれる用地を選定し、高齢者施設
などの整備候補地として提供してい
ます。一例としては、2013年に建て
替えが行われた、多摩ニュータウン

の諏訪二丁目団地です。５階建て／
23棟が11・14階建て／７棟に建て替
えられましたが、高齢者施設や保育
所なども併せて整備され、福祉の充
実に大きく寄与しました。東京都で
は、こうした都営住宅等の建て替え
による創出用地の提供を、2024年度
末までに30ha超にまで伸ばす方針で
す。
　その他にも、福祉インフラ整備用
地として、都営地下鉄の高架下など
当面の未利用都有地の貸し付けを行
なうほか、都市開発諸制度の見直し
により、高齢者福祉施設の床面積に

ついて、開発計画ごとに定められて
いる割り増し容積率の最高限度を超
えられるようになりました。

［図4］

高齢者施設や保育所なども併せて整備された、多摩
ニュータウンの諏訪二丁目団地

出典：東京都「高齢者の居住安定確保プラン」（2015年）

遺品整理業　キーパーズ有限会社

代表取締役　吉田 太一 氏

高齢化と住まいの現場から

高齢者と住まい、遺品整理業からの視点
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物件検索が一定量超えると課金、
登録はマイナス課金

　東日本レインズのアクセス数は
年々増加しており、不動産取引を
取り巻く環境が変化していること
からシステムを改修する機会が増
加しています。そのため、経費の
負担が増えており、レインズの運
営費と安定稼動を確保することを
目的に、課金制度が導入されるこ
とになりました。
　レインズの課金制度については、
本誌の2015年10月号でも触れまし
たが、今回は実際にスタートした
制度の概要をもっと詳しく見てい

きます。
  課金対象となる会員はレインズ
の利用に必要な会員番号を有する
東日本不動産流通機構の会員です。
課金の種類にはプラス課金（利用
料［課金］が発生する制度）とマイ
ナス課金（1件あたり利用料から差
し引かれる制度）があり、課金対
象機能は売買・賃貸共通で、プラ
ス課金の対象が「物件条件検索」
「物件詳細検索」「成約条件検索」
「成約詳細検索」、マイナス課金の
対象が「成約登録」と「図面登録」
です。１件当たりの課金単価は売
買・賃貸ともプラス課金が５円、マ
イナス課金が30円となっています。

の四半期毎に実施し、精算月に算
出されたものを最終課金額として
確定します。最終課金額がマイナ
スとなった場合、課金額は０円と
なり、支払いはありません。課金
額のマイナス分は精算翌月に繰り
越されますが、返金はされません。
　課金額の精算はNTTコミュニ
ケーションズの「CoDen（コデン）
ペイメント」という料金回収代行
システムを利用して行います。希
望者は同システムに精算手続き
（口座振替）の申込みをすることが
できます。最終課金額が５円以上
の会員に、精算月翌月の18日以降
に請求書または口座振替のお知ら
せが届きます。請求書による支払
い並びに口座振替ともに振込手数
料は掛かりません。
　具体的な課金の計算例を見てみ
ましょう。
　会員Aが５月に売買の物件条件
検索の件数が3200回だった場合、
件数基準値である3000回を超え
た200回分が課金の対象となりま
す。単価５円×200回で1000円が
課金額です。また同月に賃貸の物
件条件検索の件数が3300回だっ
た場合は300回分が課金対象とな

変革に向かう不動産流通業［シリーズ］

  プラス課金となるのは、物件条
件検索と物件詳細検索がそれぞれ
月間3000回／件を超えた分から、
成約条件検索と成約詳細検索が月
間各300回／件を超えた分からで
す。マイナス課金は成約登録と図
面登録の１件から適用されます。
　月毎に各機能の件数基準値を超
えた利用量が課金の対象となるた
め、実際に課金されるのは物件情
報の検索や取得を平均的な利用量
を大幅に超えて利用する会員や不
正なプログラムを利用して物件情
報を取得する会員です。検索機能
の利用実績はレインズIP型メニュー
内で確認することができます。

精算は四半期毎に実施、 
未納続くと利用制限などの 
処分も

　課金額の計算は会員番号毎に月
単位で行います。課金対象機能別
の課金件数に課金単価を掛け合わ
せた課金額を算出し、プラス課金
額からマイナス課金額を差し引い
た額が実際の課金額となります。
マイナス課金額がプラス課金額を
上回った場合は、その上回った金
額（マイナス課金残額）は翌月に繰
り越され、翌月に課金額が発生し
た場合に相殺します。
　精算は６月、９月、12月、３月末日

月毎に、各機能の件数基準値を超えた利用数が課金対象。成約登録、図面登録は1件から対象となる。
物件図面検索、成約図面検索、日報検索、CSVダウンロードの利用料は0円。 レインズ利用に伴う課金制度の詳細は、レインズ IP型ホームページのトップ画面で確認できます（https://system.reins.jp/）。

レインズの課金制度がスタート
業法改正でインスペクションの有無が重説に

東日本不動産流通機構（東日本レインズ）は4月1日から課金制度を導入しました。物件情報の検索などが毎月一定
量を超えると課金されます。また、今国会で成立する見通しの宅建業法の改正でインスペクションの実施の有無が
重要事項説明に加えらます。それに先立ち1月からレインズ・ZeNNETにインスペクションの項目が追加されました。

ション項目が追加されました。対
象となるのは戸建とマンションで、
任意項目として住宅性能に関する
項目のチェックボックス（住宅性能
評価書の有無や低炭素住宅など）
が設置されました。
　改正宅建業法によると、インス
ペクションについては実施の有無
と、実施した場合にはその詳細を
説明することが義務づけられ、イ
ンスペクションの実施箇所や実施
事業者名が公表されます。媒介契
約書にはインスペクション業者を
紹介することが可能かどうかを記
載することになります。また、設
計図書や建築確認検査済証などの
有無についても記載が義務づけら
れます。中古住宅を購入した後に
リフォームする場合、どの壁なら
壊しても問題がないかなど、設計
図書が非常に重要になるからです。
建築確認検査済証は違法建築物で
はないことを証明するもので、購
入後に大規模リフォームを行う際
は再度、建築確認が必要になるこ
ともあり、その場合は購入時の検
査証がないと審査が通りづらいこ
ともあります。また、検査証がな
いと金融機関からの借入れが難し
くなる場合があります。
　なお、今回の改正はインスペク
ションの実施有無の説明が義務づ
けられるもので、実施されていな
い物件の流通を規制するものでは
ありません。

4月1日以降の課金対象機能・単価・課金対象件数基準値
売買、賃貸それぞれに下記表の件数基準値を設定し、基準値を超えた利用件数が課金の対象とします。
※課金対象機能や単価は平成28年4月スタート時のものになります。今後、対象項目や課金額が変更になる場合があります。

り、5円×300回で1500円が課金額
となります。5月の課金額の合計
は1000円＋1500円で2500円とな
ります。四半期毎の精算となるた
め、４月から６月の四半期にそれ
以外の課金がなかった場合、会員
Aの課金額は2500円になり、７月
に請求書または口座振替で支払う
ことになります。
　課金精算で未納となり、再請求
しても支払わなかった場合は、東
日本不動産流通機構の規程によっ
て利用機能の制限などの処分を受
ける場合があります。
 

「レインズ・ZeNNET」に 
インスペクション項目が追加

　一方、今通常国会で成立する見
通しとなっている宅地建物取引業
法の改正案では、重要事項説明に
建物検査（インスペクション）の実
施の有無や、インスペクション業
者の紹介が可能かどうかなどの記
載の義務づけが盛り込まれます。
性能や維持管理状態の良い中古住
宅を差別化することなどが狙いで
す。それに伴い、今年１月から「レ
インズ・ZeNNET」にインスペク

課金対象機能 単価（円） 摘要 件数基準値

物件条件検索 5 物件の検索1回（最大500物件表示可能）につき 3,000回／月間

物件詳細検索 5 物件の詳細表示1件につき 3,000件／月間

成約条件検索 5 成約物件の検索1回（最大500物件表示）につき 300回／月間

成約詳細検索 5 成約物件の詳細表示1件につき 300件／月間

成約登録 - 30 物件の成約登録1件につき ─

図面登録 - 30 図面登録1件につき（初回登録時のみ） ─

物件図面検索 ─ ─ ─

成約図面検索 ─ ─ ─

日報検索 ─ ─ ─

CSVダウンロード ─ ─ ─

課金に関する画面 メインメニューイメージ

❶前日までの利用料を表示し、リンクをクリックすると利用料支払履歴一覧画面を表示する。
❷利用実績の照会をクリックすると会員利用実績（更新系）画面を表示する。
❸利用料支払履歴照会をクリックすると利用料支払履歴一覧画面を表示する。
❹課金に関するルールをクリックすると別ウインドウで課金に関するルール画面を表示する。

住宅インスペクションサービスの
お知らせ

　全日本不動産協会は、安心な住宅取引
のために、住宅インスペクションサービス
をLIXILグループ ジャパンホームシールド
（株）と提携し、平成28年4月1日より全国
一律料金で提供します。

　サービスの詳細は全日本不動産協会の
HPの会員専用ページでご確認ください。

❶

❷
❸

❹
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　マイナンバーのやりとりが必要な不動産取引は主
に以下のような場合です。
　不動産取引に伴って、以下のような支払いをした
法人等が、その支払いにつき法定調書（支払調書）
を税務署に提出するため、受領者（売主・貸主・仲
介業者等）のマイナンバー・法人番号を取得する必
要があります。
１ ）不動産（土地・建物・駐車場等）の貸借契約で、
賃料等を支払った借主法人等が貸主のマイナン
バー・法人番号を教えてもらう場合。
２ ）不動産の売買契約等により、代金を支払った買
主が売主のマイナンバー・法人番号を教えてもら
う場合。
３ ）不動産の売買・賃貸の仲介で、仲介手数料・司

　マイナンバー（個人番号）と違い、法人番号はだ
れでも自由に利用できます。
　例えば、取引先の法人番号を教えてもらった場合、
住所録（取引先情報）に「法人番号」の欄を作り、
そこの会社の従業員を、自社の住所録に登録すると
きにこの法人番号を入力して使っても何ら法に触れ

法書士手数料を支払った法人等が仲介業者・司法
書士等のマイナンバー・法人番号を教えてもらう
場合。
　税務署は支払いを受けた貸主・売主・仲介業者・
司法書士等の収入・所得を補足（把握）するために、
このマイナンバーを活用します。
　詳しくは国税庁タックスアンサーNo.7441「不動産
の使用料等の支払調書」の提出範囲、No.7442「不動
産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲、
No.7443「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数
料の支払調書」の提出範囲を参照してください。非
常に複雑で分かりにくいので、どのような場合に支払
調書の作成・提出が必要か、どのような場合にマイナ
ンバーの取得が必要か整理しておく必要があります。

Q&A
今年1月から本格運用が始まったマイナンバー制度。各種報道や政府広報
などにより、制度の概要は周知されていると思います。では具体的に、中
小の宅建業者がマイナンバーを扱わなければならないのはどういうときな
のでしょうか。また、トラブル防止のためにはどういった点に注意しておけ
ばよいのでしょうか。マイナンバー制度に詳しい、立川・及川法律事務所
所長の立川正雄弁護士にQ&A形式で解説してもらいます。

弁護士　立川・及川法律事務所所長

立川正雄 Masao TACHIKAWA

1977年、司法試験合格。78年、司法研修所入所。80
年、同卒業（第32期）。同年、横浜弁護士会登録、
中村・立川法律事務所。86年、立川法律事務所開所。
87年、立川・山本法律事務所開所。2002年、立川法
律事務所綜通横浜ビルへ移転。07年、立川・及川法
律事務所に事務所名変更、現在に至る。

宅建業者がマイナンバーを扱わなければならないのは、どんな場合でしょうか？

個人ばかりではなく、法人には法人番号が割り当てられるとのことですが、
マイナンバー（個人番号）と法人番号とは取り扱いにどのような違いがあるのでしょうか？

これまで家賃や売買代金を払っていても支払調書を税務署へ
提出していませんでした。提出しないと罰則があるのでしょうか？

マイナンバーの取得に際し、番号の取得がスムーズにいくように契約時に
どのような配慮をしておけばよいのでしょうか？

不動産所有者等が番号の通知を拒否した場合はどうすればよいのでしょうか？

ることはありません。
　これに対し、業務上マイナンバーを教えてもらっ
た場合でも、自社の顧客名簿を作るときに、マイナ
ンバーの欄を作って登録することは、マイナンバー
法の認める使用方法ではないので、このような使用
方法はできません。

　支払調書を税務署に出さないと、所得税法で１年以
下の懲役又は50万円以下の罰金になります。この罰則
は、マイナンバー法が施行される前からあったものです。
　これまで、支払調書を税務署に提出しなかったこ
とで、処罰された例はあまり聞きませんが、今後マ

　契約時に以下の配慮をしておくとよいでしょう。
要は、マイナンバー取得（貸主・売主にとっては教
えること）の必要性と安心して教えられる環境を整
備することです。
１ 　わかりやすいパンフレットを貸主・売主に渡す。
２ 　特約でマイナンバーを開示する旨を定めておく。
３ 　マイナンバー通知書の書式を作成して貸主・売
主に渡す。

　いくら説明しても教えてくれない場合は、無理に
聞く必要はありません。
　義務ではありませんが、支払調書の「摘要欄」に
「マイナンバーを聞いたが教えてくれなかった。」旨

イナンバー制度で支払調書の重要性が高まり、税務
署も支払調書が是非とも欲しいと考え出すと、不提
出が処罰される可能性が高くなるので注意してくだ
さい。私は、顧問先には「そろそろ支払調書作成の
準備を始めて下さい」とアドバイスしています。

【特約文例】第○条（マイナンバー）
１�　貸主（売主）は借主（買主）に対し、別紙マイナンバー通知
書により、借主（買主）が本契約による賃料（代金）の支払調
書作成のため、本人確認証明書とマイナンバーを通知するもの
とする。
２�　借主（買主）は前項のマイナンバーをマイナンバー法及び個
人情報保護法により厳正に管理するものとする。

記載して税務署に提出すれば、税務署からはなにも
言われないと思われます。
　記載しない場合の罰則はありません。

Q1

Q2

宅建業者は、マイナンバーについても個人情報として取り扱う必要がある
（個人情報保護法の義務を負う）のでしょうか？

　マイナンバーも個人情報の一つであり、マイナン
バーが含まれている個人情報は「特定個人情報」と
呼ばれ、個人情報保護法とマイナンバー法の両方の
法律の規制を受けます。
　なお、以前は5000人を超える個人情報を取り扱
う事業者のみに個人情報保護法が適用されていまし
たが、平成27年９月に個人情報保護法が改正され、
5000人以下の個人情報を取り扱う事業者について
も個人情報保護法の義務の対象となりました。

　マイナンバーについては、たとえ１件でも取り
扱っていればマイナンバー法が適用されます。
　この改正前は、「レインズに登録した業者は、レ
インズを通して5000人を超える個人情報を扱うの
で、個人情報取扱事業者として個人情報保護法が適
用される」という解釈が一般的でした。この解釈に
疑問をもつ方もいるかも知れませんが、この改正で
この解釈が不要になり、中小の宅建業者の方にも個
人情報保護法が適用されることが明白になりました。

Q6
Answer

Q5

Q3

Q4

ポイント解説！

Answer

Answer

Answer

Answer

Answer

宅建業者 のための
マイナンバー（個人番号）
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もいろいろな人たちのサポートがあっ
たのかと、支える人たちのありがたみ
というものに気づかされました。2020
年東京オリンピック・パラリンピック
を成功させるため、支える側として1
人でも多くのボランティアの方やオリ
ンピック・パラリンピックに関わりを
もってみたいと思っている方を集める
ために、イベントなどを通じて皆さん
にアピールしています。とくに、子ど
もたちが「オリンピック・パラリンピッ
クってすごい場所なんだ」と思っても
らえるような環境をつくることを大事
にしていきたいです。
　私にとってオリンピックといえば、
選手として出場した2012年のロンド
ンオリンピックです。ロンドン大会は、
まち全体でオリンピック・パラリン
ピックを支えよう、成功させよう、と
いう人々の気持ちがとても伝わる大
会でした。選手村も、部屋も広く、
生活しやすい場所でした。交通イン
フラに関しても、選手専用バスが頻
繁に運行されていましたし、専用レー
ンも設置され、選手からすると会場

にスムーズに行けるのは非常に助か
りました。
　東京でオリンピック・パラリンピッ
クが開催されるということは、プレッ
シャーもとても大きいかもしれません
が、日本人選手にとって環境として
は非常に有利だと思います。日本で
開催されるというのは、一生に一度
あるかないかの経験ですから、その
年に出場できるのは本当に幸運だと
思います。やはり母国での開催です
から、選手の皆さんには誇りをもって
試合に臨んでほしいと思います。
　個人的にはとてもうらやましいです
ね。体操界では私がオリンピックに出
場した25歳はもうベテランです。もう
少し若かったら目指したかったですね。

　４月から不動産業界に入った方も
いらっしゃると思います。新生活が
始まるときには不安もあると思います

が、まずは大きな目標をもって前に
進んでもらいたいなと思います。どう
しても人と比べたりすることがあると
思いますが、自分をしっかりもち、マ
イペースで仕事に誇りをもって頑
張ってもらいたいなと思います。
　私自身は、夢や目標が常にしっか
りありましたし、体操にすごく誇りを
もって演技に取り組んでいました。不
安があったとしても自信をもつことが
重要です。
　また、簡単にあきらめないようにも
していました。人生を長い目で見て、
まだ大丈夫、まだ大丈夫と思いなが
ら、練習に取り組んでいました。そ
れがオリンピック出場につながったの
だと思います。
　オリンピックはもちろん最高の目標
でしたが、一方で自分だけの体操を
つくっていけたらいいなという思いも
常にもっていました。他の選手よりも
身体が大きかったので、「田中理恵ら
しい体操とは何か」と常に考え、それ
は美しい体操であり、大技はあまり入
らないものの減点されない演技なの
だと意識して取り組んでいました。
　私は3きょうだいなので、どうして
も兄や弟と比較されてしまいます。
人から比べられたとしても、自分では
比べないように、マイペースでいこう
と思っていました。仕事でも周りに合
わせなければいけない場面もあると
思いますが、流されない自分というも
のをしっかりともっていてほしいと思
います。

　高校時代までは実家暮らしで、大
学入学から大学院まで現役時代は
ずっと寮生活でした。ですから、26歳
で現役を引退するまで、物件選びな
ど不動産に関わることはほとんどあり
ませんでした。いつかひとり暮らしを
してみたいとは常に思っていましたが、
オリンピック出場後にようやくその夢
がかないました。
　私の不動産屋さんに対するイメー
ジは、最初に新生活の相談にのって
くれる人というイメージですね。ひと
り暮らしを始める時は、初めて自分ひ
とりの家が借りられるということで、
すごくわがままを言ったと思います。
それでも、親身になって話を聞いて
いただき、私の条件にあうように一生
懸命探してもらいました。とても親切
な対応が印象に残っています。
　住まい選びで譲れないのは、オー
プンキッチンであるということです。
そして、犬を飼っているので、犬が
遊べるような開放的で広い間取りがい
いですね。実は結構インドア派なの
で、家でリラックスできる環境が必要
です。現役時代は休日が一日しかな
かったので、休日は家でゆっくりする

時間を大切にしていました。テレビな
どのお仕事をさせてもらっているいま
は、住まいは移動に便利な場所であ
ることも大事ですね。
　私にとって、不動産業の皆さんは、
親切で優しい人たちというイメージが
強いです。皆さんはこれから新生活
を始める方や家を借りられる方にとっ
て、安心できる存在だと思います。
ですから、誇りをもって、仕事に取り
組んでいただきたいなと思います。
　今回、イメージキャラクターを務め
させていただくことになって、もっと
もっと皆さんを応援させていただきた
いと思っています。家を探している
方は、やはり不安をもっていると思い
ます。皆さんが自信をもって元気に
応えていただければ、不安もなくなり、
新生活への希望や自信をもってもら
えるのではないでしょうか。

選手が最高のモチベーション
で舞台に立てるように

イメージキャラクターとして、
皆さんを応援させていただきます

　現在、2020年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織委員会の
理事を務めています。まずなにより
選手が一番なので、選手の皆さんが
試合に向けて最高のモチベーション
で舞台に立てるように、選手村の過
ごしやすさやリラックスできる環境づ
くりを私たちがサポートしていかなけ
ればいけないと考えています。
　また、選手の立場ではあまり意識
できていませんでしたが、今回支え
る立場として関わってみて、こんなに

仕事には大きな目標と誇りを
もってマイペースに取り組もう

1987年、和歌山県岩出市生まれ。2010年世界体操競技
選手権大会では、ロンジン・エレガンス賞を日本女子
で初めて受賞。また、2012年全日本選手権大会女子個
人総合において初優勝。同年NHK杯体操女子個人総合
においても優勝。同年ロンドンオリンピックでは団体
の2大会連続決勝進出（8位入賞）に貢献したほか、個
人総合で16位の成績を残す。2013年に現役を引退し、
テレビやイベントなどに出演。2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会理事を務める。

ロンドンオリンピックへの出場経験もあり、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事
も務める、元体操選手の田中理恵さん。今年から全日本不動産協会東京都本部のイメージキャラクターも務め
ることになりました。田中さんに、オリンピック・パラリンピックや住まい、不動産業についてお話を伺いました。

この人に聞く

東京オリンピック・パラリンピッ クと　
　全日東京都本部を全力でサ ポートします！

田中理恵 氏 Rie TANAKA

日本体育大学児童スポーツ教育学部助教／
2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会理事

私にとって不動産屋さんは
親切で安心できる存在
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てられるようにする制度です。もちろ
ん、無条件に建てられるものではな
く、それぞれの地域の住民でまちづ
くりの計画を作成し、その計画に即し
た建築物の建築などを認めていくも
のです。現在７ヶ所を想定していま
す。まだ協議を始めたばかりで、具
体的に決定はしていませんが、今後、
地域で方針が決まれば、過疎化して
いるような場所でも人が流入し人口
が維持できるようになると思います。

　不動産業界の方々は、現在の経済
状況を敏感に捉えられていると思い
ます。まちづくりについて、できる
だけ関わっていただき、さまざまな
提言をしていただきたいと思います。
いま大きな課題となっているのが空
き家対策です。とくに郊外で空き家
が増加しています。われわれ行政と
しても、空き家条例などを制定し対
応しているのですが、不動産業界の
皆様にはぜひ現場の新しい情報をお
寄せいただくとともに、空き家対策
についても、不動産の専門家として
の立場で率先して関わっていただけ
ればと思います。

　八王子市は昨年４月、東京都初の
中核市に移行しました。中核市にな
ると、さまざまな権限が東京都から
移譲されます。メリットの１つは、
事務的な面でスピーディーな対応が
できることです。また、いままでは
東京都が設置していた審議会につい
て、八王子市が単独で審議会を設置

することができるようになりますか
ら、八王子市特有の課題に素早く対
応できるほか、新しい施策展開がで
きるメリットは大きいですね。
　なぜ中核市を目指したかというと、
八王子はもともと三多摩エリアの中
心的役割を担ってきた歴史がありま
す。しかし、現在は、国や都の出先
機関が東に移ってしまうなど、残念
ながらこれまであった存在感が薄れ
てしまったという課題がありました。
市民の皆さんにも八王子市は中心的
なまちだということをしっかり自覚

をしてもらうという意味でも、中核
市になる意義があると思います。さ
らに、中核市にはさまざまな権限が
移譲されるわけですから、市職員に
とってもいろいろチャレンジできる
という点で大きなプラスになったと
思います。
　中核市になって、一気に何かが変
わるというのは難しいのですが、
徐々によいまちづくりが進んでいく
のだと思います。

　中核市に移行する前段階で、地域
住民や専門家など、さまざまな方々
と意見交換をしながら、八王子の特
性を生かした40の条例を制定又は改
正しました。例えば、保育所におい
て、子ども１人あたりの保育士数を
増やすなど、保育サービスの質を高
めるため、都の基準にさらに上乗せ
した基準といたしました。
　八王子は子育てしやすいまちNo.1
を目指しています。若い世代の方に
移り住んできてもらいたいですし、
そのためにも、子育てしやすい環境
というのは非常に大事だと考えてい
ます。子どもを連れてまちなかに出
やすいような環境整備の１つとして、
市内113ヶ所に「赤ちゃんフラット」
を設置しています。これは授乳やオ
ムツ替えのための施設で、公共施設
だけでなく、民間事業者にも補助金
を出して設置してもらっています。
　待機児童解消も、政策の大きな柱
の１つです。市長就任後、定員は
1200人増えました。昨年4月現在で
144人となり、これまでで最も待機
児童が少なくなってきました。引き
続き待機児童ゼロに向けて施設整備
を進めてまいります。
　八王子市では高齢化率が25％を超

えています。一方で、65歳以上でも
介護保険制度を利用されていない方
が８割以上いらっしゃいます。そう
した元気な高齢者の方々が、外に出
てさまざまな活動をできるような取
り組みを行っています。
　また、市内には70才以上の一人住
まいの方が１万人以上いらっしゃい
ます。こうしたことから、見守りサー
ビスにも力を入れています。特に、
高齢化率が40％を超える団地がいく
つかあります。そうした団地で、行
政だけでなく、地域の方々に見守っ
てもらえるサービスを進めています。
これまでも、ＵＲ都市機構の舘ヶ丘
団地と都営長房団地の２ヶ所に見守
りの拠点を設け、相談や安否確認な
どを行っています。今年度にはもう
１ヶ所、都営中野団地にも開設しま
す。さらに、約20の民間事業者と見
守りサービスに関する協定を結び、
多くの方々に協力してもらって八王

子市全体で高齢者の見守りを進めて
います。

　八王子駅周辺は人口が増えていま
すが、市全体では人口は減少傾向で
す。その結果、郊外部で過疎化が進
み、地域の衰退が懸念されています。
そうした中、地域の活力向上を図る
ため、新たな土地利用制度を創設し
ました。
　中核市への移行により都市計画法
に基づく開発許可権限も移譲された
ことを利用して、市西部などにある市
街化調整区域内でも新たに住宅が建

中核市移行で
まちづくりも進展、
新たな土地利用制度を創設
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区市長が語る

わ が ま ち 石森 孝志 市長八王子市

子育て支援や高齢者支援に
ついて教えてください

地域の活力向上に向け新たな
土地利用制度を創設しました

第27回

八王子市の巻

ミシュランガイドで最高ランクの“三つ星”の観光地
に選出されている高尾山。写真は、昨年改修された
京王高尾線高尾山口駅。

八王子駅周辺の人口は増えている。写真は、八王子駅南口地区市街地再開発によって建
設された複合商業施設サザンスカイタワー八王子。

昨年4月に東京都初の
中核市に移行しました 空き家対策に不動産の

専門家として率先して
関わってもらいたい

八王子市のまちづくりにおいて
全日本不動産協会はどのような
役割を果たせるでしょうか

1953年八王子市生まれ。八王子市立加住小学校を経て明
星中学・高校・大学（経済学科）卒業。東京都経済農業協
同組合連合会（現全農）職員や会社経営、八王子市議会
議員（３期）を経て、2005～12年東京都議会議員。2012年
八王子市長就任。現在２期目。座右の銘は「一視同仁」（ど
んな人でも平等に慈しみ、区別なく接すること）。

石森孝志 Takayuki ISHIMORI
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知っておきたい
アジアの“住まい文化”
少子高齢化が進む日本において、今後、外国人労働者受け入れの流れが拡大していくと考えられます。
これまで以上に多くの外国人、とくにアジア諸国の方が日本に住むことになると見られています。
アジア各国の方々は、住まいについてどう考えているのでしょうか。
毎回1か国を取り上げ、紹介していきます。第2回目の今回は、韓国編です。

家賃を払う必要のない 
賃貸住宅!?

　日本のまさにお隣の国、韓国。面
積は約10万km²で、朝鮮半島全体の
45％を占め、日本の約４分の１の広
さをもちます。人口は、約5150万人
（2015年12月現在）です。首都ソウル
は、面積約605㎢で人口約1001万人
（2014年現在）。全人口の約20％が首
都ソウルに住んでいることになりま
す。東京23区（面積約621㎢、人口約
920万人）と比べると、ソウルの人口
密度の高さがわかります。
　このように人口密度の高いソウル
では、高層マンションが林立してい
ます。もともと平地が少なく、地震
がないことも、高層マンションが増

える背景のひとつになっています。
2010年時点で韓国のマンション化率
は、58.4％にものぼっています（東京
は25.9％）。ちなみに、韓国では、
日本でいうマンションを“アパート”、
規模の小さいマンションを“ビラ”と
言います。
　韓国では住まいに対する意識はど
ういったものなのでしょうか。駐日
韓国大使館 韓国文化院の趙

ジョ

恩
ウン

京
ギョン

さ
んは、持ち家志向が強く、住宅の資
産価値を重視する傾向にあると指摘
します。ただし、あくまで一生住み
続けることが前提で、売却すること
はそれほど意識していないとのこと。
昔は、マンション価格は必ず上昇し
ていましたが、現在では供給も増え、
価格がなかなか上昇しにくいことも

あり、必ずしも持ち家ではなくても
いいと考える若者も多いようです。
　家を選ぶ基準は、まず資産価値。
子どもがいる場合は、学校や教育環
境が非常に重要視されます。韓国で
は、基本的に同じエリア内の学校に
進学するので、進学校や名門校があ
るエリアが人気となっています。
　一方、韓国の賃貸住宅には、特徴
的な制度があります。“チョンセ”と
“ウォルセ”です。チョンセとは、保
証金のことです。家を借りる際、高
額の保証金（例えば、購入価格の５
～８割程度）を入居時に家主に預け
ます。月々の家賃の支払いはなく、
退去する際には全額返金されます。
通常は２年契約。家主はチョンセを
運用して利益を得る仕組みです。こ
れに対し、ウォルセは、低額の保証
金を預け、月々の家賃を支払うもの
です。現在は、低金利で運用が難し
いことから、チョンセは激減してい
るのが現状です。

マンションの駐車場は 
基本的に無料

　韓国と日本では、住宅や不動産に
ついて、どういった点が異なるので
しょうか。趙さんによると、日本は

「部屋、とくに床が寒い」のだそう。
韓国の住宅には必ず、オンドルと呼
ばれる床下暖房があります。オンド
ルはもともと、台所の竈で煮炊きし
たときに発生する熱を居住空間の床
下に通して、床から部屋全体を暖め
る設備です。伝統的な住宅は、低い
場所に台所があり、庭などに排気用
の煙突があります。マンションなど
現在の住居環境では、従来のオンド
ルが構造的に不可能になったため、
温水などの床暖房が一般的に使用さ
れています。寒いときにはマイナス
10度以下にもなる韓国ではオンドル
は欠かせない住宅設備であり、オン
ドルが付いていない日本の家屋はと
ても寒く感じるようです。
　まだまだ韓国の住宅には日本とは
異なる特徴があります。まず、間取
りです。一般的に玄関のドアを開け
るとすぐリビングになっており、開
放感があるつくりになっています。
韓国では家族が中心なので、皆が集
まれるリビングがメインの空間です。
ドアを開けると広々としたリビング
が目に飛び込んでくることが好まれ
るのです。
　浴室内にトイレがあることも一般
的です。部屋数が多い高級マンショ

ンであっても、やはり同様です。趙
さんは、最初はなぜ日本では別々に
なっているのかと疑問に思ったそう
ですが、慣れてしまえばトイレとお
風呂が別々になっている日本の方式
も衛生的で悪くないなと思っている
そうです。
　韓国のマンションは、バルコニー
に外壁とサッシを付け、インナーテ
ラスにしていることも特徴の１つで
す。また、マンションなどに設置さ
れている駐車場は、基本的に無料で
す。「もともと東京の駐車場代は安く
ないのですが、私たち韓国人は余計
に高く感じてしまいます」（趙さん）。
　物件の内覧をする場合、賃貸・売
買どちらでも、現入居者が住んでい
ても内覧に行くのが一般的です。気
まずさは確かにあるようですが、入
居者も内覧希望者も当然のこととし
て受け止めています。

韓国人には物事を 
ストレートに伝えることが大事

　韓国では、大規模なマンションに
は管理事務所はありますが、普通の
マンションでは警備員しかいないと
ころも多いです。ですから、日本の

ように管理人を通して何かを伝えて
もらうという習慣があまりありません。
騒音などの苦情があったとしても、
住民同士で直接話をして解決するこ
とが多いといいます。それに加え、
「韓国人は日本人に比べて物事を
はっきり言う性格なので、遠回しに
言うよりも、ストレートに言ってもらっ
た方が伝わる」（趙さん）とのこと。
　さらに、韓国では結婚するまで実
家暮らしというのが普通です。ですか
ら、日本に来る留学生などは、そも
そも家探しが初めてという人も多いと
いいます。つまり、家を探すというこ
と自体に慣れていないのだそうです。
　韓国の方の物件探しを依頼された
り、不動産取引を行ったりする場合
は、こうしたことを頭に入れておく
と、スムーズな意思疎通やトラブル
防止に役立つかもしれませんね。

第 ２ 回

駐日韓国大使館 韓国文化院

趙 恩京 さん

ソウルの高層マンション群 ※写真は、新宿区四谷の駐日韓国大使館 韓国文化院4階にある、韓国伝統建築様式と暮らしの空間を再現した施設「サランバン」で撮影。

伝統的な住居ではオンドルの煙突は庭などに設置された。※

伝統的な住居の内部。手前は家族が集まるリビングで奥が男性用の部屋。※

オンドルの床。土台の板
石の上を漆喰で塗り固め、
その上に油をしみこませた
厚紙をはっている。※

韓国編
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実務に活かす！

最新判決動向

時点において、Ｘは営業を継続して
いるから、その利益がＸにとって不
可欠なものでないこと、他方、Ｘに
本件道路の通行を認めた場合、被控
訴人は本件土地を駐車場として使用
することができなくなるから、請求を
認めるべきではないと反論しました。
　このことについて、裁判所は、①
氷雪販売業を営むにあたっては、本
件店舗に原料の氷を搬入し、小分け
した氷を搬出する必要があるが、こ
の氷の重さや搬入及び搬出の一回あ
たりの氷の重さ及び氷の本数によれ
ば、氷を運搬するために自動車を利
用することが必要不可欠であるが、
本件店舗における氷雪販売業はＸ一
家の家業として営まれていたもので、
ほぼ唯一の生計の手段であったと認
められるから、本件道路を自動車で
通行することは、Ｘ及びその家族に
とって、その生計を支えるためにど
うしても必要なことであり、その生
活上不可欠なものというべきである、
②仮に、自動車等による本件道路の
通行を認めた場合、Ｙは本件土地を
普通自動車３台分の駐車場として使
用することができなくなるが、なお
軽自動車３台分の駐車場としては使
用できるというのであるから、その
不利益はＸの不利益と比較して大き
なものとは認められない、③Ｙが本
件土地を取得した時点では、本件土
地はすでに二項道路に指定されてい
て、Ｂ製氷及びＸの各車両が走行し、
付近住民が生活道路として利用して

用ではなく賃貸駐車場であること等
から、本件私道の自動車通行は、日
常生活上不可欠の利益を有するとは
いえないとして、原審を逆転し、妨
害排除等の請求を否定しています。
  そこで、本件私道を自動車で通行
することが「日常生活上不可欠の利
益を有する」といえるかが問題とな
りますが、このことについて、Ｘは、
本件工作物等が設置されたことに
よって、仕入れ先のＢ製氷の貨物自
動車が本件店舗前に停車することが
できなくなったため、公道入口付近
に停車したＢ製氷の貨物自動車内か
ら製氷柱15本分の氷を手押しの台車
４台を使って本件店舗内の保冷庫に
搬入せざるをえなくなった。このた
め搬入に時間がかかり、ことに夏場
には氷が溶ける量が増えてしまった。
また、公道から本件店舗までの製氷
柱の搬入には人件費等がかかるため、
収入は減少したうえ、得意先への配
達にあたっても時間が余分にかかる
ようになった。このことからすれば、
Ｘは本件通路を通行することについ
て日常生活上不可欠の利益を有して
いると主張しました。
　これに対して、Ｙは、平成22年以
前にＸは本件建物に居住していな
かったこと、本件工作物が設置され
ても徒歩や自転車での通行に支障は
ないこと、Ｘは本件店舗に極めて近
い場所に軽貨物自動車を駐車してお
り、日常生活上の不可欠の利益が侵
害されているとはいえないこと、現

いた、④購入時にＹもそうした経緯
を知っていたこと等からすれば、Ｘ
は、本件道路を貨物自動車で通行す
る営業上の利益を有しており、その
利益は日常生活上不可欠なものとい
えるから、工作物の撤去及び通行妨
害の予防を求めることができるとい
うべきであると判示しました。

　この事案自体、一審と控訴審では
結論が分かれていて、「日常生活上
不可欠の利益」が認められるかは、
簡単に判断がつかないものです。皆
さんも、①通路部分が建築基準法上
の道路であるか、②それはいつから
指定されたのか、③従前から自動車
の通行はあったか、④そのことに
よって、双方にいかなる不利益が生
ずるか等を調査のうえ、妨害排除請
求が認められるか否かを判断するこ
とが重要であるということがおわか
りいただけたかと思います。

　今回、皆さんに紹介するのは、第
三者の所有する私道において工作物
の撤去と通行の妨害の予防を請求で
きるかが争点となった大阪高裁平成
26年12月19日判決です。
　本件事案は、ＸがＹ所有の私道（幅
員3.5メートル）に接する場所に氷
雪販売業の店舗を設け、貨物自動車
で氷の搬入、搬出をしていたところ、
Ｙが本件通路上に車止めブロックな
どの工作物等を設置した結果、自動
車の通行ができなくなったことから、
Ｙに対し、人格的権利に基づく妨害
排除請求及び同予防請求に基づき本
件工作物の撤去と通行妨害予防を求
めたというものです。

　私道が位置指定等を受けて建築基

準法上の道路とされると、その私道
は一般の交通の用に供されることに
なり、私道内での建築、私道の変更・
廃止は制限されることになります。
この結果、第三者もその私道を通行
できることになりますが、それが建
築基準法の規制による反射的利益に
よるものなのか、第三者が通行の自
由権を有することによるものなのか
が争われてきました（前者であると
すると、第三者が妨害排除等の請求
をすることは困難になります）。
　このことについて、最高裁平成９
年12月18日判決は「建築基準法42条
１項５号の規定による位置の指定を
受け現実に開設されている道路を通
行するについて日常生活上不可欠の
利益を有する者は、右道路の通行を
その敷地の所有者によって妨害され、
または妨害されるおそれがあるとき
は、敷地所有者が右通行を受忍する
ことによって通行者の通行利益を上
回る著しい損害を被るなど特段の事
情のない限り、敷地所有者に対して
右妨害行為の排除及び将来の妨害行
為の禁止を求める権利（人格権的権

利）を有する。」と判示しました（最
高裁平成12年１月27日判決は２項道
路について同旨）。

　しかし、こうした通行の自由権の
成立が認められるとしても、自動車
による通行が当然に認められるとい
うわけではありません。現に裁判の
結論は事案によって分かれていて、
最高裁平成９年12月18日判決は、道
路位置指定を受けて現実に道路とし
て開設されている本件土地を長年に
わたり自動車で通行してきたことに
重きを置いて、妨害排除請求等を認
めていますが、最高裁平成12年１月
２７日判決は、①本件私道が未舗装
であること、②例外的な場合を除い
ては自動車の通行はなかったこと、
③原告は相当期間土地を利用してい
なかったところ、新たな利用は居住

建築基準法上の私道と自動車通行
─�位置指定道路の通行を妨害された者は、敷地所有者

に対して、妨害行為の排除及び禁止を請求できるか？
vo l .20

裁判所の判決が、皆さんの実務に大きな影響を及ぼすことは少なくありません。
そこで、最近言い渡された判決を題材に、皆さんが知っておくべきことを
できる限りわかりやすく解説していきたいと思います。

この判決から学ぶことはじめに

位置指定道路の通行を
請求することはできるか

敷地所有者に対して妨害行
為の排除等を請求できるとし
た場合、自動車による通行も
請求することはできるか

川上法律事務所 弁護士

川上 俊宏 先生
Toshihiro KAWAKAMI

東京都職員を経て弁護士に。平成10年に川上法
律事務所を開設。不動産関係を中心に幅広く訴
訟を手がける。全日東京都本部では、宅地建物
取引士講習センターにて宅建業法及び宅地建物
取引士の使命と役割の講師を、取引相談委員会
にて20年間にわたり顧問を務めている。その他
公職多数。
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なし」という場合は、必ず、担当者の
名前を聞いて持ち帰ります。

旧宅法造成地の 

調査のポイント

　開発許可で、「記録がない」という
場合は、「旧宅（旧住宅地造成事業
法）の許認可の記録はないですか？」
と質問します。 “旧宅”というのは、
“旧住宅地造成事業に関する法律”
のことで、昭和39年頃から昭和44
年頃までの“昔の都市計画法”です。
「記録あり」というときは、「許可年月
日、許可番号、完了年月日」を聞き
取ります。この情報がある場合、調
査対象地の既存擁壁については、確
認申請時に建築設計士の「擁壁の安
全性に関する説明」により、建築確
認が受理されるケースがあります。

　不動産物件調査の種類で、最も高
度な調査技術が必要だと言われるの
が開発分譲地の調査です。今回は
“宅地開発三連調査法”について述
べます。

宅地造成法の調査のポイント

　“宅地開発三連調査法”とは、“宅
地造成等規制法”と“都市計画法にお
ける開発許可”そして“旧住宅地造成
事業法”の3種類の法令許認可の記
録をワンセットにして聞き取り調査す
る調査技法です。ひとまとめに調査
をすることから「調査し忘れ法令を
なくすこと」ができるとも言われ、不
動産トラブル防止に役立っています。
　物件所在地が開発分譲地のような
土地や区画が立ち並んでいるような
場合、該当地をマーキングした住宅
地図を持参して、宅地開発の担当課
に行きます。そこでは、「宅地造成
規制区域内ですか」と質問します。
宅地造成規制区域内であれば「宅地
造成許可の記録はありますか」と、質
問します。「許可がある」場合、「許
可の日付、許可番号」等を聞きます。
「完了検査の有無」は忘れずに聞き
取ります。「完了検査がない」分譲
地では、建築物の建築行為はできま
せん。いずれの回答の場合も、担当
者の名前を聞き取ります。「宅造許
可はなし」と回答されたら、次のス
テップに移ります。

開発許認可の調査のポイント

　二番目の調査では、「開発許可の
記録はありますか」と、質問をしま

す。「許可がある」場合、「許可の日
付、許可番号」等を聞きます。さら
に、「完了検査の有無」を聞き取り
します。「完了検査がない」分譲地
では、原則的に、建築物の建築行為
はできません。次に、「開発計画図
面と開発登録簿の写しをください」
と伝えます。
　ここでのポイントは、調査対象地
には2m前後の擁壁がある場合です。
計画図面に記載された敷地高低差寸
法を確かめて、現地の擁壁寸法と照
合して、その違いの有無を確認しま
す。数値の違いが存在し、無許可工
事の擁壁であることが分かった場合
は、改めて許可された擁壁工事をし
た上でなければ、再建築はできませ
ん。これはよく起きるトラブルです。
次に、「物件周辺における開発許認
可の有無」を聞き取ります。「記録

トラブルを防ぐ！
達人が教える不動産調査テクニック

連 載
第11回

役所調査 編 ❹

ここに注意！ 調査のポイント

有限会社エスクローツムラ
代表取締役

津村 重行 Shigeyuki TSUMURA

1946年11月兵庫県生まれ。不動産調査業を主業務とする。業界紙
主催のセミナーで多数講演。「不動産物件調査の実務」など著書多数。

《エスクローツムラHP》
http://www2.odn.ne.jp/˜escrow-tumura/

“宅地開発三連調査法”とは下記の三つの法令をワンセットで聞き取る調査技法のことです。

❶宅地造成等規制法
❷都市計画法における開発許可
❸旧住宅地造成事業法

宅地造成規制区域内の場合
「宅造許可はありますか？」… ●❶ 許可年月日・許可番号と完了検査を確認

許可年月日・許可番号と完了検査を確認

「開発許可の記録はありますか？」… ●❷

NO

NO

NO

許可年月日・許可番号と完了検査を確認
「開発登録簿と開発計画図面をください」

「旧宅の許認可の記録はありますか？」… ●❸

既存擁壁は許認可がなく、がけ条例の 
建築規制を受ける可能性があります

YES

YES

YES

　この点、判例は、譲渡担保の法的
性質について、事案に応じて担保目
的の実質に配慮した判断をしている
ものもありますが、基本的には所有
権移転の外観を重視していると考え
られています。また、下級審の裁判
例ですが、「譲渡担保は，債権担保
のためであるとはいえ、抵当権等の
他の担保類型とは異なり、目的物件
の所有権そのものを移転するという
構成をとるものであって、不動産登
記上もその所有名義を移転すること
になる」ことを理由に、譲渡担保と
して区分所有権を取得した者も規約
上の「区分所有者」にあたり、少な
くとも対外的な関係で目的物件の所
有者たる地位に立つことを否定する
ことはできない、としたものがあり
ます（東京地裁平成６年３月29日判
決）。
　以上より、ご質問のケースにおい
て、Ｂは「区分所有者」に該当する
と考えるのが相当であり、Ｂの回答
は法的に妥当とは言えません。管理
組合は、Ｂに対し、管理費の支払い
を請求することができると考えられ
ます。

事例概要

譲渡担保権者には管理費の 
支払い義務はあるか？
　今回は、マンションの管理費の支
払いと譲渡担保に関するご相談です。
相談者の会社はマンションの管理組
合から管理委託を受けていますが、
管理組合の理事長から、最近、管理
費を滞納し始めたＡの部屋に関して
相談を受けました。そのため、相談
者がＡの部屋の登記簿謄本を確認し
たところ、居住者ＡからＢに対し、
譲渡担保を原因として区分所有権移
転登記がされていることが判明しま
した。相談者は、Ｂに管理費の支払
いを求めましたが、Ｂは「Ａとの清
算が未了であり、確定的に所有権を
取得していないので、管理費の支払
義務はない。」と回答してきました。
この回答が法的に妥当なのかどうか
知りたい、とのご相談です。

相談員の回答

判例は譲渡担保の所有権移転の
側面を重視

　一般的に、区分所有者は、区分所
有建物の管理費を支払うこととされ
ています（区分所有法19条、標準管
理規約25条）。そのため、Ｂに対す
る滞納管理費請求の可否は、譲渡担
保権者であるＢが「区分所有者」（区
分所有法上は「各共有者」）に該当
するか否かによります。
　譲渡担保とは、債務の担保目的で
所有権等の財産権を債務者等から債
権者に形式上移転し、債務が弁済さ
れたときは担保設定者に権利が復帰
するものの、債務不履行が生じたと
きは、債権者は担保権を実行して優
先弁済を受けるものです。民法上の
規定はありませんが、判例上、認め
られている物的担保制度です。
　このような、形式的には所有権移
転、実質的には担保設定という法的
性質から、譲渡担保は、形式と実質
のどちらを重視すべきか見解が分か
れています。つまり、ご質問との関
係では、譲渡担保の所有権移転の側
面を重視すればＢは「区分所有者」
と考えられ、他方、譲渡担保の担保
設定の側面を重視すればＢは「区分
所有者」とは考え難い、ということ
になります。

TRA不動産相談室では、不動産取引に精通した弁護士と
経験豊富な相談員による相談が無料でご利用できます。
会員の皆様の不動産取引業務のサポートとしてご活用ください。

TRA不動産相談室に寄せられる相談のなかから、会
員の皆様の業務に役立つ事例を選び、ご紹介してい
きます。解説は、相談室で対面式相談を担当されて
いる、銀座誠和法律事務所の井上雅弘弁護士です。

相談日時
①電 話 相 談（相談員が電話で対応します。）毎週月曜日と水曜日と金曜日。午後１時から午後４時まで

②弁護士相談（弁護士が面談で対応するので予約が必要です。）毎週火曜日と木曜日。午後１時から午後４時まで
　※①、②とも土日祝日、年末年始、お盆期間、ＧＷ期間中はお休みです。

　電話番号：03（5338）0370　（相談室専用電話）　FAX番号：03（5338）0371
　所 在 地：東京都新宿区西新宿7-4-3　升本ビル２階

井上雅弘 先生
（いのうえ・まさひろ）
銀座誠和法律事務所　弁護士

2003年3月、早稲田大学法学部卒。05
年10月、司法試験合格。07年9月、銀座
誠和法律事務所入所。役職等：千葉県
警察学校講師（民法）、社会福祉法人
監事、経営革新等支援機関等。日本不
動産学会正会員。第一東京弁護士会
所属。

Real Estate Consultation ［第10回］

TRA不動産相談室の
事例から
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危険ドラッグ撲滅へ　自治体や警察と全面協力
協会の各支部では、地方自治体や警察等と危険ドラッグの撲滅に向けた覚書を締結し、危険ドラッグの
濫用による健康被害や事件事故の防止を図ることで、より安全・安心なまちづくりを目指しております。

　平成27年2月～平成28年3月までの間、以下の7支部が締結しましたのでご報告いたします。

支部

当

各ブロックで法定研修会開催

支部が合同にて法定研修会を実施いたしまし
た。第一ブロック（千代田・中央・城東第一・

江戸川・城東第二）は2月3日（水）東武ホテルにて、
第二ブロック（港・世田谷・城南）は2月16日（火）めぐ
ろパーシモンホールにて、第三ブロック（新宿・渋谷・　このたび東京都本部では、元体操選手で、現在2020年東京オリンピック・

パラリンピック組織委員会理事としてご活躍中の田中理恵さんをイメージ
キャラクターとして起用いたしました。
　今後、田中理恵さんの画像入りの販促グッズを作成し、会員の皆様に配
布いたします。

支部

各 中野杉並）は3月1日（火）新宿文化センターにて実施
いたしました。不動産契約の実務的な内容や、経営
者として今後役に立つ業界情勢などの講演に、参加
者の皆様は真剣に受講しておりました。

第一ブロック研修会 第二ブロック研修会 第三ブロック研修会

【城東第一支部】
締 結 日：平成27年10月17日
参加機関： 当本部城東第一支部、足立区、同区内警察署、 

東京都宅建協会足立区支部

締 結 日：平成28年3月17日
参加機関： 当本部城東第一支部、葛飾区、同区内警察署、 

東京都宅建協会葛飾区支部

【城東第二支部】
締 結 日：平成27年12月10日
参加機関： 当本部城東第二支部、江東区、同区内警察署、 

東京都宅建協会江東区支部
　締 結 日：平成27年12月21日
参加機関： 当本部城東第二支部、台東区、同区内警察署、 

東京都宅建協会台東区支部

【港支部】　
締 結 日：平成27年2月9日
参加機関： 当本部港支部、同区内警察署、東京都宅建協会港区支部

【中野杉並支部】　　　
締 結 日：平成27年3月17日
参加機関： 当本部中野杉並支部、中野区、同区内警察署、 

東京都宅建協会中野区支部

締 結 日：平成27年5月11日
参加機関： 当本部中野杉並支部、杉並区、同区内警察署、 

東京都宅建協会杉並区支部

【城北支部】
締 結 日：平成27年9月17日
参加機関： 当本部城北支部、北区、同区内警察署、 

東京都宅建協会北区支部

締 結 日：平成27年11月4日
参加機関： 当本部城北支部、荒川区、同区内警察署、 

東京都宅建協会荒川区支部

【多摩北支部】
締 結 日：平成28年2月4日
参加機関： 当本部多摩北支部、立川市、同市内警察署、 

東京都宅建協会立川支部

締 結 日：平成28年2月12日
参加機関： 当本部多摩北支部、東大和市、同市内警察署、 

東京都宅建協会立川支部

【多摩西支部】
締 結 日：平成27年8月13日
参加機関： 当本部多摩西支部、昭島市、同市内警察署、 

東京都宅建協会立川支部

締 結 日：平成28年2月3日
参加機関： 当本部多摩西支部、青梅市、福生市、羽村市、 

あきる野市、瑞穂町、日の出町、桧原村、奥多摩町、 
同市内警察署、東京都宅建協会支部

（公社）全日本不動産協会東京都本部の
 イメージキャラクターに
 田中理恵さんが就任しました！

東京のまちを一緒に
盛り上げていきましょう！

よろしく
お願いします！

Profile………………………………………………………………………………………………………

氏　　名：田中 理恵（たなか りえ）

生年月日：1987年6月11日

○日本体育大学  児童スポーツ教育学部  助教

○2020年東京オリンピック・パラリンピック  競技大会組織委員会理事

1987年和歌山県で生まれる。2010年世界体操競技選手大会では、ロンジン・エレガンス賞を日本女子
で初めて受賞。また、2012年NHK杯体操女子個人総合において初優勝し、ロンドンオリンピック出場を決
めた。オリンピックでは、団体の2大会連続決勝進出（8位入賞）に貢献したほか、個人総合で16位の成
績を修めた。2013年に現役を引退し、テレビやイベントなどに出演。2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員理事を務める。
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編 集 後 記

広報委員長

後藤 博幸

公益社団法人  全日本不動産協会東京都本部  広報委員会　　一般社団法人  東京都不動産協会  広報事業部会

ナス金利政策の効果で、割高な価格がついている
都心の物件が、魅力的な金融商品として、高値で
の取引が成立するようになってきたようです。
2015年は銀行の不動産向け貸出残高及び新規貸
出金額ともに過去最高を記録し、金融主導で進む
不動産価格は上昇しています。
　2020年まであと４年という過熱感が増し、ファ
ンドバブル期の水準に近づいていている価格上昇
の中、一つ一つの取引を注意深く見極め、慎重に
行っていく局面であることを忘れずに、安全な取
引で企業経営を推進していきましょう。

　全日ラビー少額短期保険が２年目を迎え、創業
時から事業を推進してこられた岡村前社長から谷
社長へバトンタッチが行われました。４月１日よ
り新体制がスタートしたラビー少短では、今年は
新商品の発売も予定されており、ますます商品ラ
インナップも拡充していくとのこと。
　東京都本部のかなりの数の会員の皆さんが代理
店登録をしていただいているようですが、全体か
ら見るとまだまだということです。他県本部から
も代理店登録を行う会員が増えているラビー少短
を引き続きよろしくお願いいたします。
　「消費や投資を刺激する」目的で始まったマイ

編 集 
風祭富夫、後藤博幸、鳥居正勝、清水修司、岩田和也、竹林香代、水田弘康、髙橋修一、山本智恵子

TRA不動産相談室　
不動産に関する「税務相談」を実施します

TRA

般社団法人東京都不動産協会（TRA）はこれまで、不動産
取引について知識・経験が豊富な相談員による電話相談

と弁護士の面談による相談を行い、会員の皆様の事業支援のほ
か、都民からの相談にも応じてまいりました。
　4月よりTRA不動産相談室では、新たに不動産に関する「税務
相談」（無料）を行います。
　月に2回、税理士との面談形式となっております。なお30分
間の予約制です。相談希望の方は事前に下記番号まで電話にて
ご予約いただいた上で、ご来所ください。

一

西
武
新
宿
駅

タリーズ●
コーヒー

●
新宿西口駅
D5出口

新宿大ガード西 至新宿駅

小
滝
橋
通
り

●薬局

●薬局

小
滝
橋
通
り

●西新宿七
　郵便局

入
口 升本ビル➡

本部・支部だより

不動産業務に役立つipadセミナー開催
本部流通推進委員会主催の ipadセミナーを平成28年3月15日
（火）に全日東京会館にて、3月22日（火）に立川グランドホテル

にて開催いたしました。当日は、講師の羽山博氏（日本大学情報処理
講師）の丁寧な指導の下、写真などのデータを管理・共有できるクラ
ウドの実習を行いました。

本部

当

練馬支部　練馬こぶしハーフマラソンへ協賛
成28年3月27日（日）、練馬支部は「練馬こぶしハーフマラソン2016」
に協賛しました。

　マラソンは、都立光が丘公園をスタート・ゴールとし、区内の主要幹線道
路（笹目通り・目白通り・環八通り・川越街道）をメインコースとして開催され、
5000人がランナーとして参加しました。ラビーちゃんも会場にてランナー
たちを応援し、大会を盛り上げました。また同時に、公園内広場のブースで
は不動産街頭無料相談会を行い、多くの方に足を運んでいただきました。

支部

平

iPadセミナーの様子

不動産街頭無料相談会でのラビーちゃん

TRA不動産相談室
所在地：新宿区西新宿7-4-3  
　　　　升本ビル2階
　　　　（小滝橋通り沿い）

 TEL：03（5338）0370
FAX：03（5338）0371

［税務相談日程］

4月  28日（木）  　　　13：00～16：00のうち30分間

5月  10日（火）、24日（火）　13：00～16：00のうち30分間

6月    9日（木）、23日（木）　13：00～16：00のうち30分間

町田支部　空き家対策に関する協定を締結
成28年3月31日、町田支部は町田市と、市内における空き家に関
する総合的な対策を推進するため、空き家対策に関する協定を締

結いたしました。協定に基づき同支部では、空き家の不動産取引につい
ての情報共有や空き家に関する相談の受付などに取り組むこととなりま
した。また今後、町田市との協議を深めるため連絡会議を行い、その内
容について会員の皆様へお知らせをしていきますので、宜しくお願いい
たします。

支部

平

平

右から田代支部長、石阪市長、東京都宅建協
会大滝支部長

宮城県本部主催「被災地視察・復興支援・慰霊の会」参加報告 
～3.11を忘れない～
　平成28年3月15～16日、東日本大震災から5年の節目を迎えた
被災地に、当本部から木ノ内諭副本部長、和光隆信総務委員長
が視察に訪れました（視察地：福島第一原発周辺、宮城県亘理町
荒浜・名取市閖上・仙台市荒浜等）。
　亘理町と名取市の慰霊碑では、宮城県本部小林妙子本部長及
び復興支援特別委員会を含む参加者一同で献花いたしました。
東日本大震災の犠牲になられた方々へ謹んで哀悼の意を表すと
ともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

慰霊の会参加者一同（前列左から4番目より、和光総
務委員長、木ノ内副本部長、小林宮城県本部長）

ぜひ
ご利用ください！

お待ちして
おります！

Zen
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	FT201604_014-015_アジアの住まい文化
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